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遺
産
分
割
と
分
筆
登
記 

事
例
に
学
ぶ
遺
産
分
割 

 
 

 

（そ
の
２
） 

  

父
が
亡
く
な
り
、
相
続
人

は
、
長
男
と
二
男
の
二
人
で

す
。 

 

法
定
相
続
分
通
り
に
遺
産

を
分
け
た
い
の
で
す
が
、
土

地
が
一
筆
だ
け
で
、
ど
の
よ

う
に
し
て
分
け
れ
ば
良
い
か
、

悩
ん
で
い
ま
す
。 

  

遺
産
分
割
の
方
法
と
し
て

は
、
大
き
く
四
つ
の
方
法
が

あ
り
ま
す
。 

 

第
一
に
、
「
現
物
分
割
」
。

最
も
シ
ン
プ
ル
で
、
よ
く
利

用
さ
れ
る
方
法
で
す
。 

 

例
え
ば
Ａ
土
地
は
長
男
、 

        

Ｂ
銀
行
の
預
金
は
二
男
と
い

う
よ
う
に
、
ど
の
遺
産
を
誰

が
相
続
す
る
か
を
決
め
、
現

物
の
ま
ま
に
分
配
し
ま
す
。 

 
第
二
に
、
「
代
償
分
割
」
。

特
定
の
相
続
人
が
あ
る
遺
産

を
相
続
す
る
代
償
と
し
て
、

他
の
相
続
人
に
金
銭
な
ど
を

交
付
す
る
方
法
で
す
。 

 

例
え
ば
、
長
男
が
Ａ
土
地

を
相
続
し
、
そ
の
代
償
と
し

て
、
二
男
に
金
〇
〇
円
を
交

付
す
る
と
い
った
も
の
で
す
。 

 

第
三
に
、
「
換
価
分
割
」
。

特
定
の
遺
産
を
売
却
な
ど
し

て
換
価
し
、
そ
の
代
金
を
分

配
す
る
方
法
で
す
。 

 

第
四
に
、
法
定
相
続
分
に

応
じ
て
、
共
有
で
相
続
す
る

と
い
う
選
択
も
あ
り
ま
す
。 

 

事
例
の
場
合
、
土
地
が
一

筆
だ
け
で
、
通
常
で
は
現
物

分
割
が
で
き
ず
、
代
償
分
割

か
換
価
分
割
の
方
法
を
と
る

か
、
共
有
で
相
続
す
る
場
合

が
多
い
と
思
い
ま
す
。 

 

し
か
し
土
地
が
一
筆
だ
け

で
あ
っ
て
も
、
ま
と
ま
っ
た
面

積
（
例
え
ば
家
が
二
軒
建
て

ら
れ
る
な
ど
）
で
あ
る
場
合
に

は
、
あ
え
て
「
現
物
分
割
」
を

検
討
す
べ
き
で
す
。 

 

具
体
的
に
は
、
Ａ
土
地
を
、

Ａ
①
土
地
と
Ａ
②
土
地
に
分

筆
登
記
し
、
Ａ
①
土
地
を
長

男
、
Ａ
②
土
地
を
二
男
が
相

続
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。 

 

こ
の
場
合
、
先
ず
Ａ
土
地
を

測
量
し
て
、
筆
界
を
確
定
の

上
、
分
筆
図
面
を
作
成
し
、

そ
の
図
面
を
遺
産
分
割
協
議

書
に
添
付
し
ま
す
。 

 

登
記
手
続
と
し
て
は
、
被

相
続
人
名
義
の
状
態
で
分

筆
登
記
を
し
た
後
、
分
筆
後

の
物
件
ご
と
に
、
相
続
に
よ
る

所
有
権
移
転
登
記
を
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。 

 

当
事
務
所
で
は
、
現
物
分

割
の
前
提
で
す
る
分
筆
登
記

手
続
に
も
対
応
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。 

 

ち
ょ
っ
と
ひ
と
息 
  

香
美
町
香
住
区
に
あ
る

「
か
に
八
代 

れ
ん
が
亭
」
で
、 

九
月
に
解
禁
に
な
っ
た
「
香
住

ガ
ニ
」
の
身
を
て
ん
こ
盛
り
に

し
た
、
「
か
に
丼
」
を
食
し
て

き
ま
し
た
。 

 

一
一
月
解
禁
の
松
葉
ガ
ニ

は
、
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
で
す
が
、
香

住
ガ
ニ
は
ベ
ニ
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
と
い

う
種
類
で
す
。 

 

ズ
ワ
イ
ガ
ニ
よ
り
深
い
海
に

生
息
し
て
い
る
カ
ニ
で
、
水
揚

げ
さ
れ
る
の
は
、
境
港
や
香

住
と
い
っ
た
、
限
ら
れ
た
漁
港

だ
け
だ
そ
う
で
す
。 

 

味
は
松
葉
ガ
ニ
よ
り
淡
白

で
、
瑞
々
し
い
の
が
特
徴
で

す
。 

 

食
べ
ご
た
え
満
点
で
、
大
満

足
の
一
品
で
し
た
。 

        

生
前
贈
与
で
相
続
税
対
策
④ 

教
育
資
金
の
一
括
贈
与 

に
か
か
る
非
課
税
措
置 

  

平
成
二
七
年
か
ら
相
続
税

の
基
礎
控
除
が
三
千
万
円
＋

六
百
万
円
×
法
定
相
続
人

の
数
と
な
り
、
相
続
税
対
象

者
が
増
え
る
見
込
み
で
す
。 

 

相
続
税
対
策
と
し
て
、
子
・

孫
に
対
す
る
「
教
育
資
金
の

一
括
贈
与
に
か
か
る
贈
与
税

の
非
課
税
措
置
」
を
活
用
し

て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
？ 

 

特
典
を
受
け
る
に
は
、
贈

与
者
が
受
贈
者
（
子
・
孫
）
名

義
の
贈
与
専
用
口
座
等
を
開

設
し
、
一
括
で
教
育
資
金
を

拠
出
し
ま
す
。 

 

こ
れ
を
三
十
歳
に
達
す
る

ま
で
、
入
学
金
や
授
業
料
等

に
支
払
っ
た
場
合
、
合
計
千

五
百
万
円
ま
で
非
課
税
と
な

り
ま
す
（
使
い
残
し
は
、
贈
与

税
の
対
象
で
す
が
…
）
。 

 

金
融
機
関
に
領
収
書
の
提

出
が
必
要
で
す
が
、
税
務
署

へ
の
手
続
は
、
金
融
機
関
が

全
て
や
っ
て
く
れ
る
の
で
、
大

変
便
利
で
す
。 

 

ま
め
ま
メ
モ 

まま
めめ
まま
めめ
通通
信信  

二
〇
一
三
年
一
一
月 

第
七
号 

  

司
法
書
士
高
橋
大
治
郎
事
務
所
か
ら
、
耳
寄
り
な 

情
報
を
発
信
い
た
し
ま
す
。 
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相
続
人
に
対
す
る
遺
贈
に
つ
い
て 

  
例
え
ば
、
父
が
亡
く
な
り
、

法
定
相
続
人
が
子
で
あ
る
場

合
、
不
動
産
の
名
義
変
更
を

す
る
際
に
は
、
「
相
続
」
を
原

因
と
す
る
「
所
有
権
移
転
登

記
」
手
続
を
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。 

 

た
だ
し
遺
言
書
が
あ
る
場

合
、
右
と
異
な
る
手
続
が
必

要
な
と
き
が
あ
り
ま
す
。 

 

遺
言
書
に
、
「
〇
〇
に
遺
贈

す
る
。
」
と
記
載
さ
れ
て
い
て
、

遺
言
書
に
基
づ
く
不
動
産
の

名
義
変
更
を
す
る
際
に
は
、

「
遺
贈
」
を
原
因
と
す
る
「
所

有
権
移
転
登
記
」
手
続
を
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

「
遺
贈
」
は
相
続
人
以
外
の

者
に
す
る
の
が
一
般
的
で
す

が
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ

る
の
で
す
。 

 

「
遺
贈
」
の
場
合
、
「
相
続
」

と
は
必
要
書
類
が
異
な
り
、

対
象
不
動
産
の
権
利
証
（
登

記
済
証
ま
た
は
登
記
識
別

情
報
）
が
必
要
な
ほ
か
、
遺

言
執
行
者
（
遺
言
執
行
者
の

指
定
が
な
い
と
き
は
、
相
続

人
全
員
）
の
申
請
書
ま
た
は

委
任
状
へ
の
記
名
、
実
印
押

印
と
、
印
鑑
証
明
書
（
有
効

期
間
三
箇
月
）
の
添
付
が
必

要
に
な
り
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、
被
相
続
人
の
死

亡
時
の
住
所
や
氏
名
が
、
登

記
上
の
そ
れ
と
異
な
る
場
合
、

「
相
続
」
に
よ
る
登
記
で
は
、

変
更
を
証
す
る
書
面
を
添

付
す
れ
ば
足
り
ま
す
が
、

「
遺
贈
」
で
は
、
前
提
で
住
所

等
の
変
更
登
記
手
続
を
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

「
遺
言
書
」
に
反
し
て
、
「
相

続
」
を
原
因
と
し
て
相
続
登

記
手
続
を
す
る
方
法
も
あ

り
ま
す
が
、
相
続
人
が
複
数

で
あ
れ
ば
、
遺
産
分
割
協
議

書
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

 

詳
し
く
は
、
当
事
務
所
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

    

毎
月
第
３
土
曜
日
、
当
事
務

所
に
お
い
て
、
「
相
続
・
遺
言

休
日
相
談
会
」
を
開
催
し
て

お
り
ま
す
（参
加
費
不
要
）
。 

 

時
間
は
、
午
前
十
時
か
ら

午
後
二
時
ま
で
で
す
。 

     

事
務
所
案
内
の
第
二
版

が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。 

  

三
月
に
第
一
版
を
発
行
し

た
事
務
所
案
内
で
す
が
、
お

客
様
に
、
事
務
所
の
こ
と
を

分
か
り
や
す
く
ご
紹
介
で
き

る
と
い
う
こ
と
で
、
事
務
所
内

で
も
好
評
に
つ
き
、
第
二
版

を
発
行
し
ま
し
た
。 

 

当
事
務
所
が
出
来
る
こ
と

を
ま
と
め
、
ス
タ
ッ
フ
写
真
も

掲
載
し
、
ご
依
頼
い
た
だ
く

際
に
、
安
心
し
て
お
任
せ
い
た

だ
け
る
よ
う
、
心
を
こ
め
て

手
作
り
で
原
稿
を
作
成
し
ま

し
た
。 

         

 

家
族
三
人
で
二
回
目
の 

旅
行
に
行
っ
た
も
の
の
… 

  

長
女
を
連
れ
、
山
陰
方
面

に
旅
行
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

温
泉
に
泊
ま
り
、
隣
接
す

る
城
崎
マ
リ
ン
ワ
ー
ル
ド
に
、

二
日
連
続
で
行
っ
て
、
大
好

き
な
イ
ル
カ
や
ペ
ン
ギ
ン
を
見

放
題
と
い
う
、
長
女
大
満
足

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
組
ん
だ
は

ず
が
… 

 

長
女
は
祖
父
母
が
恋
し
く

て
、
一
日
目
の
夜
か
ら
会
い

た
が
り
、
二
日
目
は
「
じ
い
ち

ゃ
ん
会
い
た
い
～
。
ば
あ
ち
ゃ

ん
会
い
た
い
～
。
」
と
大
泣
き

で
、
這
う
這
う
の
体
で
家
に

帰
り
ま
し
た
（泣
）
。 

 

次
の
旅
行
は
、
み
ん
な
一

緒
に
行
く
か
ら
ね
。 

 

（編
集
長 

高
橋
克
彰
） 
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高橋大治郎事務所 
司法書士・行政書士・土地家屋調査士   WEB なら、「姫路 相続」で検索。 

フリーダイヤル そうぞく・いごん 

    0120-339-150 

お電話でのご相談は、こちら… 

お電話お待ちしております。 

こんなお悩みありませんか？ 
◆トラブル防止に遺言を書きたい。 

◆不動産の名義変更をしたい。 

◆借金があり、相続放棄をしたい。 

◆生前贈与の相談をしたい。 

等々、何でも気軽にご相談ください。

所在：姫路市東延末三丁目１８番地 
JR 姫路駅から徒歩８分。駐車場有。 

兵庫・姫路 相続遺言相談室 

相
談
会
情
報 


